
札幌市告示第 1293 号   

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

く公の施設に係る指定管理者の指定を行ったので、札幌市公の施設に係る指定

管理者の指定手続に関する条例（平成１５年条例第３３号）第７条第２項の規

定に基づき、下記のとおり告示する。 

 

平成３０年（２０１８年）３月９日 

 

札幌市長  秋 元 克 広   

 

 

記 

 

１ 指定管理者の名称 

  日興美装工業株式会社 

２ 管理を行わせる施設の名称及び所在地 

  別紙のとおり 

３ 管理を行わせる期間 

  平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで 

４ 管理業務の範囲 

 ⑴ 市営住宅及び共同施設の維持及び修繕に関する業務（市長が定めるもの

を除く。） 

 ⑵ 前号に掲げる業務に付随する業務 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務 

 

 



別表２ 中央区、東区及び白石区 

名    称 位               置 指定管理者 

北 円 山 団 地 札幌市中央区北８条西２６丁目 札幌市北区北１９条西４

丁目１番２１号 

日興美装工業株式会社 

代表取締役 櫻井 和久 

桑 園 北 団 地 札幌市中央区北２１条西１５丁目 

南 ７ 条 団 地 札幌市中央区南７条西１４丁目 

シ ビ ッ ク コ ー ト 

苗 穂 駅 前 
札幌市中央区北２条東１２丁目 

北 栄 団 地 
札幌市東区北３１条東２丁目、北３１

条東３丁目、北３２条東２丁目 

北 東 団 地 

札幌市東区北２０条東１６丁目、北２

０条東１７丁目、北２１条東１６丁

目、北２１条東１７丁目 

美 香 保 団 地 

札幌市東区北１７条東１０丁目、北１

７条東１２丁目、北１８条東１０丁

目、北１８条東１２丁目 

元 町 中 央 団 地 札幌市東区北２４条東１９丁目 

東 苗 穂 団 地 札幌市東区東苗穂１条３丁目 

苗 穂 団 地 札幌市東区北６条東１９丁目 

札 苗 団 地 札幌市東区東苗穂７条２丁目 

伏 古 団 地 
札幌市東区伏古３条３丁目、伏古３条

４丁目、伏古６条５丁目 

光 星 団 地 

札幌市東区北９条東７丁目、北１０条

東８丁目、北１０条東９丁目、北１１

条東８丁目、北１２条東７丁目、北１

２条東８丁目、北１３条東８丁目 

東 新 道 団 地 札幌市東区北３４条東２８丁目 

丘 珠 団 地 札幌市東区伏古１４条３丁目 

栄 町 団 地 札幌市東区北４５条東１２丁目 

開 成 団 地 
札幌市東区北２０条東２２丁目、北２

２条東２３丁目、伏古６条２丁目 

北 ２ １ 条 団 地 札幌市東区北２１条東１丁目 

東 雁 来 団 地 札幌市東区東雁来１２条４丁目 



メゾン・ド東麻生 札幌市東区北３５条東１丁目  

ジ ュ ネ ス ３ ８ 札幌市東区北３８条東１２丁目 

パ レ メ ゾ ン 元 町 札幌市東区北３０条東１８丁目 

ライフステージＮ４２ 札幌市東区北４２条東１３丁目 

グランドコート東苗穂 札幌市東区東苗穂５条２丁目 

メ ゾ ン ・ エ ス ポ 

ワ ー ル Ｎ ３ ７ 
札幌市東区北３７条東２９丁目 

東 札 幌 団 地 札幌市白石区東札幌１条５丁目 

白 石 中 央 団 地 札幌市白石区本郷通１丁目北 

南 郷 団 地 札幌市白石区南郷通６丁目南 

本 郷 団 地 
札幌市白石区本通１０丁目南、本郷通

１０丁目南、本郷通１０丁目北 

東 川 下 団 地 
札幌市白石区川下１条６丁目、川下３

条５丁目 

北 郷 団 地 
札幌市白石区北郷６条１０丁目、北郷

７条１０丁目 

菊 水 上 町 団 地 札幌市白石区菊水上町４条１丁目 

  

 


